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二
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八
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日
青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号
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印
の
印
影
を
印
刷
す
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こ
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が
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き
る

文
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に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
三
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
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市
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行
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昭
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四
十
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政
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五
十
二
号)
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十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
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合
併
市
町
村
の
そ
れ
ぞ
れ
の
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
に
属
す
る
区
域
の
人
口
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お
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す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成18年２月24日 金曜日 第2595号1

区

域

人

口

青
森
市
の
区
域
の
う
ち
南
津
軽
郡
選
挙
区
の
区
域

二
〇
、
六
一
一
人

青
森
市
の
区
域
の
う
ち
青
森
市
選
挙
区
の
区
域

二
九
〇
、
八
八
一
人

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
	



�
�
	


�
�
�
�
�
�
�
�
�



( )

青
森
県
告
示
第
百
二
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
二
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
二
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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八
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の
区
域
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う
ち
三
戸
郡
選
挙
区
の
区
域

六
、
二
七
〇
人

八
戸
市
の
区
域
の
う
ち
八
戸
市
選
挙
区
の
区
域

二
三
八
、
四
〇
八
人

五
所
川
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の
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域
の
う
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軽
郡
選
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の
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六
人
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原
市
の
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域
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う
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所
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原
市
選
挙
区
の
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域

四
八
、
七
四
六
人

十
和
田
市
の
区
域
の
う
ち
上
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郡
選
挙
区
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区
域

五
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二
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人
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五
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八
一
三
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む
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市
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の
区
域

四
八
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二
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一
人
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所
介
護

つ
が
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デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

つ
が
る
市
木
造
吹
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一
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成
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型
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ル
ー
プ
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ー
ム
い
こ
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軽
郡
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崎
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木
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五
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法
人
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沢
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〇
九
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業
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事
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所
の
所
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事
業
の
種

類
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所
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地

変

更

年
月
日

変
更
前

社
会
福
祉

法
人
同
仁

三
沢
市
大
字
三

沢
字
淋
代
平
一

訪
問
看
護

や
す
ら
ぎ
訪

問
看
護
ス
テ

三
沢
市
中
央

町
三
丁
目
一

一
の
九

平
成
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青
森
県
告
示
第
百
三
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
三
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
三
十
二
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
朝
日
一
二
の
四
、
字
上
根
岸
二
、
一
二
の
一
、
一
二
の
二
、
一

三
、
一
〇
三
の
六
、
一
〇
三
の
七

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
南
部
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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変
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会

一
六
の
三
〇
九

七

ー
シ
ョ
ン

三
沢
市
中
央

町
三
丁
目
一

一
の
五
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居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
同

仁
会

三
沢
市
大
字
三
沢

字
淋
代
平
一
一
六

の
三
〇
九
七

介
護
老
人
保
健
施

設
や
す
ら
ぎ
苑

三
沢
市
大
字
三
沢

字
淋
代
平
一
一
六

の
三
〇
九
七

平
成

��

･

�･

��

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

指

定

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

年
月
日

有
限
会
社
嶋
野
商

事

つ
が
る
市
木
造
千

代
町
三
四
の
一

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
つ
が
る

つ
が
る
市
木
造
吹

原
西
前
田
二
一
の

一
八

平
成
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( )

青
森
県
告
示
第
百
三
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
二
月
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
斗
南
ど
ん
ど
こ
健
康
村

三

代
表
者
の
氏
名

二
本
�

雅
史

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
下
道
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
県
下
北
地
域
を
対
象
に
、
郷
土
の
有
形
、
無
形
の
文
化
的
資
産
の
保
存
、

伝
承
や
、
資
源
の
研
究
、
開
発
を
始
め
と
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
明
る
く
活

力
の
あ
る
地
域
社
会
の
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

県
民
生
協
あ
や
め
館

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
一
の
七

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
二
月
十
日

五

届
出
書
の
縦
覧

青 森 県 報平成18年２月24日 金曜日 第2595号 4

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

青
森
市
大
字
久
栗
坂
字
山
辺
一
四
七
番
地
の
一
川

村

春

光

青
森
市
大
字
前
田
字
湯
の
沢
二
番
地

澤

田

繁

悦

青
森
市
八
重
田
二
丁
目
四
番
八
号

齋

藤

貞

一

青

森

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

三
浦
眞
理
子

青
森
市
千
刈
一
丁
目
二
一
の
二
〇

削
除

平
成

��･

�･

��



( )

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
六
月
二
十
四
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

県
庁
生
協
つ
く
だ
店

青
森
市
中
佃
二
丁
目
一
九
の
二
三

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
県
庁
消
費
生
活
協
同
組
合

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
二
月
十
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
六
月
二
十
四
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

桜
田
義
治

青
森
市
大
字
野
木
字
山
口
一
三
七
の

一

削
除

平
成

��･

�･

��



( )

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ
お
き
だ
て

青
森
市
柳
川
二
丁
目
四
の
二
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
木
材
防
腐
株
式
会
社

青
森
市
柳
川
二
丁
目
四
の
二
二

代
表
取
締
役

小
原
金
哉

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
二
月
十
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
六
月
二
十
四
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

県
民
生
協
は
ま
な
す
館

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
六
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
丸
大
サ
ク
ラ
ヰ
薬
局

青
森
市
問
屋
町
二
丁
目
二
〇
の
七

代
表
取
締
役

桜
井
清

株
式
会
社
丸
大
サ
ク
ラ
ヰ
薬
局

青
森
市
大
字
三
内
字
玉
作
二
の
七
二

代
表
取
締
役

桜
井
清

平
成

��･

�･
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( )

代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
二
月
十
三
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
六
月
二
十
四
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

正

誤
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
丸
大
サ
ク
ラ
ヰ
薬
局

青
森
市
問
屋
町
二
丁
目
二
〇
の
七

代
表
取
締
役

桜
井
清

株
式
会
社
丸
大
サ
ク
ラ
ヰ
薬
局

青
森
市
大
字
三
内
字
玉
作
二
の
七
二

代
表
取
締
役

桜
井
清

平
成

��

･

�･

�

海
老
名
ひ
さ

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の

一

削
除

��･

�･

	


開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

十
和
田
市
元
町
東
一
丁
目
二
の
二
、
五
の
一
、

五
の
二
、
六
、
七
、
七
の
二
、
八
の
一
、
八

の
二
、
九
の
一
、
九
の
二
、
一
〇
、
一
一
の

一
五
、
一
六
の
一
、
一
六
の
八
、
一
七
の
三
、

一
七
の
五
、
一
七
の
一
八
、
一
七
の
一
九
、

二
二
の
六
、
二
五
の
一
か
ら
二
五
の
三
ま
で
、

二
七
の
三
か
ら
二
七
の
五
ま
で
、
二
七
の
一

一
及
び
三
〇
の
四

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
七
の

一
〇

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

北
海
道
札
幌
市
厚
別
区
厚
別
中
央
三
条
二
丁

目
一
の
四
一

ホ
ー
マ
ッ
ク
株
式
会
社

神
奈
川
県
横
浜
市
戸
塚
区
品
濃
町
五
一
七
の

二

株
式
会
社
コ
ナ
カ

宮
城
県
黒
川
郡
富
谷
町
成
田
九
丁
目
二
の
九

株
式
会
社
カ
ル
ラ



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
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